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本会では9月 20日 (木 )、 京都府中小企業会館において、京都弁護士協同組合、京都弁護士会・日本弁護士連合会

及び一般財団法人京都府中小企業センターと連携し「法律セミナー」を開催、中小企業の経営者や従業員を中心に

約40名 が出席した。

京都弁護士会所属 里内法律事務所の里内友貴子弁護士を講師に招き、働き方改革が要求されるに至つた社会的

背景や、平成30年 7月 に公布された「働き方改革関連法」の概要とポイント、そして施行に向けての企業側での

備え等を中心とした内容であつた。同関連法の目的として、①長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等、

②雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が挙げられ、それぞれを実現していくための施策 (残業時間の上限規

制、年5日 間の年次有給休暇の取得、高度プロフエッショナル制度の創設等)について、図表も用いながらわかり

やすく解説いただいた。

企業経営者や人事労務に携わる従業員の立場に立ち、施行に向けまず何を始めるべきか、また実際の裁判事例に

触れながら、半J例がいかなる点に着目し正社員と契約社員間の諸手当の相違を不合理と判断したのかを具体的に聞

くことができ、参加者からも大変参考になつた旨の声が聞かれた。

セミナー終了後、無料法律相談会を実施、事前申込のあつた組合 (企業)が抱えている問題等について弁護士に

相談し、法的アドバイスを受けた。                                   ・,

セミナーの様子 講師の里内友貴子 氏

日
協同如 0

鶴 ソ可々の
たι]

「

御利用は

無料

全国ネ ッ トで  .
サービス提供

4fipiruofiEFEu

設立以来 10万人 l■Cの実績一人材の出向・移籍等のご相談は

e餞財団法人産業雇用安定センター 京都事務所
〒604-8162 京都市中京区鳥丸通六角下ル七観音町 623 第11長谷ビル 9階
http://―w.Sangyokoyo.orJp/ tel.075-211-2331


